


永年勤続者表彰規程


（適　　用）
第１条　　この規程は、正社員就業規則第46条第１項第５号に基づき、永年勤続者の表彰について定めたものである。

（資　　格）
第２条　　表彰は、、勤務成績が良く、社業の発展に寄与した者について行う。
②　前項に該当した者は、さらに引続く。

（表彰の方法）
第３条　　表彰は、表彰状に勤続年数に応じた記念品を添え、毎年、会社創立記念日に、当日現在で前年同日以後に前条の要件をそなえた者について行う。

（勤続年数の計算）
第４条　　勤続年数の計算は、正社員に採用された日（試用期間を含む）から起算し、正社員就業規則第11条の休職時の勤続年数の取扱いに基づいて計算されたものとする。

（勤続年数の計算の特例）
第５条　　東ソー株式会社から移籍した正社員の勤続年数は、東ソー株式会社での勤続年数を通算する。

（適用除外）
第６条　　第２条に定める勤続年数に達した者でも、前年の会社創立記念日以後、次の各号の一に該当する事実のあった者については、表彰を繰延べ、またはこれを行わないことがある。
1.　懲戒処分を受けたとき
2.　刑罰に処せられたとき
3.　その他特に表彰を不適当と認められたとき


付　　則

第１条　　この規程は、1995年10月 1日から施行する。
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